
作 業 別 金額（円） 単 位

1,500 １時間

1,070 １時間

作 業 別 金額（円） 単 位

耕 起 6,900 １０ａ
代 か き 12,300 １０ａ

9,100 １０ａ
側条施肥機 11,900 １０ａ
粉（粒）剤 1,100 １０ａ
液 剤 1,900 １０ａ

80 　１ｍ
粉（粒）剤 1,100 １０ａ
液 剤 1,900 １０ａ

調 整 作 業

果 樹 作 業 2,600 １時間
その他作業 14,300 １０ａ 大豆・そば等収穫

6,900 １０ａ
刈 払 機 2,000 １時間
自 走 式 2,800 １時間 モア―

3,100 １０ａ 圃場内

2,400 １０ａ

16,500 １０ａ

6,700 １０ａ

9,100 １０ａ

6,000 １時間

3,600 １０ａ

1,000 ー

8,500 １０ａ

1,800 １０ａ ラジコンヘリ作業も含む

300 肥料キロあたり

ワ ラ 梱 包 ロ ー ル べ イ ラ ー 標準は10aで20個　

耕 盤 破 砕 ・ 排 水 サブソイラ使用２ｍ幅引

施 肥 ・ は 種 ロータリーシーダ使用（播種のみ 5,700円）

堆 肥 散 布
積 込 み

マニアスプレッター（散布） 散布のみ

フロントローダー（積込み） ２トン車１台分積込み

ド ロ ー ン
作 業

防 除

バ ッ ク ホ ー 移動経費は別途協議

あぜ草刈り

モ ア ― に よ る 除 草 作 業

硅カル（肥料）まき 機械まき、補助者は委託者負担（運搬費を除く）

均 平 作 業 レーザーレベラーによる

施 肥 薬剤、肥料は委託者側で用意

 この表は、標準的な作業料金等の目安です。ほ場条件の悪い場合や特殊な作業を伴う場合等につい
ては、双方で協議し適正に実施してください。

〇令和8年度中に最低賃金が変更され、設定した農作業標準賃金額が最低賃金を
　下回る場合には、最低賃金以上の額に読み替えるようお願いいたします。

汎用コンバイン作業

耕 起

籾摺・籾乾燥・精米 農協の決定に準ずる

下草刈り（機械持ち）

畑 作 業 防 除 作 業

22,700 １０ａ

補助者は委託者負担。10a以下1割増

 倒伏：２割～５割増 刈取り前に
双方で協議 泥粘：３割増

機 械 植 苗 作 り 農協の決定に準ずる

機 械 あ ぜ 塗 り

作業名（使用機種） 備　　　　考

稲 作 業

動力耕うん機
標準13～15㎝耕起

荒代：5,300円  植代：7,000円

機械植作業

補助者は委託者負担

防 除 作 業

稲  収  穫  作  業

果 樹 作 業
剪 定

 作業内容等により考慮
摘 花 ・ 摘 果 ・ 葉 つ み

機械作業標準料金 　　注意：この標準料金には消費税を含んでおりません。

令和８年度 大町市農作業標準賃金及び機械作業標準料金情報

大町市農業委員会
農作業標準賃金

作業名 備　　　　考

一 般 作 業 1,070 １時間
 水田・果樹

 畑（転作田・花き一般作業含む）



地域区分 大町地区 平地区
（※１）

平地区北部
（※２） 常盤地区 社 地 区 八坂地区 美麻地区

平均額 4,600 5,000 2,600 8,500 3,900 1,500 2,000

　令和７年４月から、新たな利用権設定（相対）ができなくなり、農地の賃借（使用賃借含む）は農地中間

管理事業または農地法第３条による手続きへと移行しています。

　詳しくは、市管内のＪＡ各支所及び市農業委員会に設置のお知らせまたは市ホームページをご覧ください。

農地の賃借方法の変更に関する情報

※１　海ﾉ口以北、鹿島、源汲、中花見、温泉郷を除く　　　　※２　海ノ口以北、鹿島、源汲、中花見、温泉郷

        この情報における金額は、実際の契約締結における賃借料金を定めるものではありません　　　　　　　　　　　　　

　（田１０ａ当たり、算出結果１００円未満切り捨て）

大町市水田賃借料に関する情報


